
工事特記仕様書 

 

 

 

（運用範囲等） 

第１条 本特記仕様書は下代久事川取水に伴う補償工事（第 19、20 地区）に適用する。 

本工事の施工にあたっては、本特記仕様書、設計書及び図面等の設計図書に定めるところ

による他、春日那珂川水道企業団工事共通仕様書によるものとし、加えて関係法令や規則

等を遵守しなければならない。 

 

（工事内容） 

第 2 条 工事内容は、次のとおりとする。 

（1）第 19 地区工事（井堰改修） 

角落し工 1 式、取水口工 内ねじ式コンパクトゲート□300×300 1 基 

(2) 第 20 地区工事（水路目地補修） 

対象延⾧ L=50ｍ 

 

（現場代理人の兼任） 

第 3 条 本工事は現場代理人の他の現場との兼任ができるものとする。 

 

（遵守事項） 

第 4 条 受注者は、次の事項を遵守し、施工しなければならない。 

（1）工事の着手前に、地元関係者等（地元区⾧、周辺住民、隣接地地権者等）に工事内容

や協力の依頼等の連絡調整を行わなければならない。 

（2）工事の着手前に、工事施行承認申請承認条件に基づき、那珂川市建設課に工事着手届

出及び工事完成後に完了届（工事写真等を添付）を提出しなければならない。 

(3)工事の施工にあたっては、発注者監督員と随時、打ち合わせを行い、密接な連絡を取り

工程の円滑な進捗に努めなければならない。 

 

（工事着手時） 

第 5 条 受注者は、工事の着手時において、次のことを行わなければならない。 

(1)着手届の提出（工事工程表は省略できるものとする） 

(2)再生資源に関する書類（請負代金が 500 万円以上の工事のみ） 

(3) 材料等の承認及び確認（監督員が指定するもののみ） 

 

（工事完成時提出書類） 



第 6 条 受注者は、工事の完成時において、次のことを行わなければならない。 

(1)工事完成届の提出 

(2)工事記録写真の提出（着手前、施工中及び完成写真） 

（3)工事完成図の提出（A1、設計図から変更になった箇所の訂正等） 

(4)完成図及び工事写真データ CD の提出 

(5)その他、完成検査合格後の必要な書類の提出（引渡書等） 

 

（その他） 

第 7 条 受注者は、本特記仕様書、関係図書及び図面等に定めのない事項が発生した場合、 

または工事の施工にあたり疑義が生じた場合には、その都度、発注者監督員と協議するこ

と。 


